
均
等
待
遇
保
障
な
ど
労
働
者
保
護

を
軸
に
派
遣
法
抜
本
改
正
を

日
本
で
は
1
9
8
5
年
、

労
働
者
派
遣
法
で
派
遣
労
働

が
合
法
化
さ
れ
た
。し
か
し
、

均
等
待
遇
原
則
な
ど
労
働
者

保
護
規
定
が
極
め
て
不
十
分

で
あ
っ
た
。
「正
社
員
1
人
の

人
件
費
で
、
派
遣
な
ら
3
～

4
人
は
雇
え
る
」
と
、
同

一

労
働
、
差
別
待
遇
を
公
然
と

宣
伝
で
き
る
国
は
日
本
だ
け

で
あ
る
。

*

2
0
0
8
年
秋
以
降
の

「派
遣
切
り
」
で
、
そ
の
雇

用
不
安
定
と
無
権
利
が
可
視

化
さ
れ
、
派
遣
法
改
正
が
、

09
総
選
挙
の
争
点
の
一
つ
と

な
っ
た
。
当
時
の
野
党
3
党

(民
主
、
社
民
、
国
新
)
案

で
は
、
①
均
等
待
遇
、
②
製

造
派
遣
禁
止
、
③
登
録
型
派

遣
禁
止
、
④
派
遣
先
責
任
大

幅
拡
大
な
ど
、
注
目
す
べ
き

内
容
を
含
ん
で
い
た
。

*

と
こ
ろ
が
、
新
政
権
発
足

脇

田

滋

龍
谷
大
学
教
授
・
労
働
法

後
、
法
案
審
議
を
開
始
し
た

「労
政
審
」
の
昨
年
末
答
申

は
、
①
と
④
を
削
除
、
②
と

③
は
例
外
を
大
幅
導
入
す
る

な
ど
、
3
党
案
の
内
容
を
「換

骨
奪
胎
」
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。派

遣
労
働
で
甘
い
利
益
を

享
受
し
て
き
た
派
遣
先

(大

企
業
)
と
派
遣
元

(派
遣
業

界
)
が
強
烈
に
巻
き
返
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
「派
遣
切

り
」
に
ス
ト
ラ
イ
キ
で
対
抗

し
た
大
企
業
労
組
は
皆
無
に

近
か
っ
た
が
、
「労
政
審
」
の

労
働
者
委
員
は
、
こ
う
し
た

労
組
の
代
表
で
あ
っ
て
、
派

遣
切
り
さ
れ
た
労
働
者
の
声

を
反
映
し
て
い
な
い
。

*

フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど

E
U
諸
国
で
も
派
遣
労
働
は

存
在
す
る
が
、
そ
の
法
規
制

は
日
本
と
は
全
く
異
っ
て
い

る
。派

遣
と
有
期
雇
用
を

一
体

に
規
制
し
、正
社
員
と
の
「均

等
待
遇
原
則
」
を
徹
底
し
、

常
用
雇
用
を
原
則
に
利
用
事

由
や
期
間
を
厳
格
に
限
定
す

る
。
雇
用
は
不
安
定
で
も
、

均
等
待
遇
を
確
実
に
保
障
す

る
こ
と
で

一
定
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
の
が
E
U
諸
国
の
雇

用
政
策
⊥雇
用
立
法
で
あ
る
。

韓
国
で
も
、
1
9
9
8
年
に

日
本
を
モ
デ
ル
に
派
遣
法
が

制
定
さ
れ
た
が
、
2
0
0
6

年
改
正
で
、
有
期
雇
用
も
含

め
て
均
等
待
遇
と
2
年
後
の

正
社
員
転
換
を
明
記
し
た
。

*

日
本
の
現
行
法
制
は
、
労

働
者
保
護
と
い
う
点
で
世
界

最
低
・
最
悪
で
あ
る
。

政
府
提
出
の
派
遣
法
改
正

案
は
、
派
遣
労
働
者
の
目
線

か
ら
程
遠
く
、
企
業
側
の
要

望
の
み
を
反
映
し
て
現
状
維

持
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
的
派
遣
労
働
は
撤
廃

す
る
か
、
少
な
く
と
も
抜
本

改
正
に
よ
っ
て
、
世
界
水
準

の
規
制
に
近
づ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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